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中
川
文
部
科
学
大
臣
の
教
育
権
を
否
定
す
る
違
法
・
不
当
介
入
な
国
会
答
弁
に
関
す
る
質
問
主
意
書

中
川
正
春
文
部
科
学
大
臣
（
以
下
、
中
川
文
科
大
臣
と
い
う
）
は
、
去
る
十
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
（
以

下
、
十
月
二
十
六
日
の
衆
院
文
科
委
員
会
と
い
う
）
で
、
沖
縄
県
八
重
山
地
域
の
中
学
用
公
民
教
科
書
採
択
を
め
ぐ
る
問
題
に

つ
い
て
、
同
年
八
月
二
十
三
日
に
教
科
用
図
書
八
重
山
採
択
地
区
（
以
下
、
八
重
山
採
択
地
区
と
い
う
）
協
議
会
が
答
申
し
た

育
鵬
社
版
と
は
異
な
る
東
京
書
籍
版
を
採
択
し
た
竹
富
町
教
育
委
員
会
に
対
し
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
無
償
措
置
法
と
い
う
）
に
基
づ
く
採
択
を
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
「
国
の
無
償
供
与
の
対
象
に
は

な
ら
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
「
地
方
公
共
団
体
み
ず
か
ら
教
科
書
を
購
入
し
て
生
徒
に
無
償
で
供
与
す

る
と
い
う
こ
と
ま
で
法
令
上
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
が
法
制
局
の
方
か
ら
も
出
て
き
た
」
等
と
答
弁
し
て
い

る
。事

実
上
、
竹
富
町
に
対
す
る
東
京
書
籍
版
「
有
償
購
入
」
強
制
を
意
味
す
る
一
連
の
中
川
文
科
大
臣
の
国
会
答
弁
は
、
憲
法

が
定
め
る
教
育
権
を
否
定
し
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
地
教
行
法
と
い
う
）
や
無
償
措
置

法
の
立
法
目
的
・
趣
旨
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
権
力
に
よ
る
教
育
へ
の
違
法
・
不
当
介
入
で
あ
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
得

な
い
。

一



な
お
、
係
る
中
川
文
科
大
臣
の
見
解
に
は
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
も
大
き
な
疑
念
を
抱
い
て
い
る
。
同
時
に
、
竹
富
町
民
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
八
重
山
郡
民
、
沖
縄
県
民
が
強
い
怒
り
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
申
し
添
え
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

十
月
二
十
六
日
の
衆
院
文
科
委
員
会
で
、
政
府
参
考
人
（
山
中
伸
一
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
）
が
「
答
申
は
採

択
す
る
に
至
る
一
つ
の
過
程
で
あ
り
、
別
の
も
の
で
あ
る
」
と
答
弁
し
た
よ
う
に
、
政
府
は
こ
の
間
、
教
科
用
図
書
採
択
地

区
（
以
下
、
採
択
地
区
と
い
う
）
協
議
会
に
お
け
る
協
議
の
結
果
は
、
あ
く
ま
で
採
択
地
区
内
の
各
教
育
委
員
会
に
対
す
る

答
申
に
過
ぎ
ず
、
当
該
教
育
委
員
会
が
有
す
る
採
択
権
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
き
た
。
ま
た
、
私

が
平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日
付
で
提
出
し
た
「
沖
縄
県
「
八
重
山
採
択
地
区
」
に
お
け
る
教
科
書
選
定
に
関
す
る
質
問
主

意
書
」
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
同
年
九
月
二
十
七
日
受
領
）
で
は
、
地
教
行
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
文
部

科
学
大
臣
の
権
限
、
お
よ
び
無
償
措
置
法
第
十
条
に
規
定
さ
れ
る
都
道
府
県
教
育
委
員
会
の
権
限
は
、
「
指
導
・
助
言
・
援

助
で
あ
り
、
直
接
、
市
町
村
教
育
委
員
会
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
前
提
に
立
つ
と
、
十
月
二
十
六
日
の
衆
院
文
科
委
員
会
に
お
け
る
中
川
文
科
大
臣
の
一
連
の
国
会
答
弁
は
「
指
導
・

助
言
・
援
助
」
の
枠
を
は
る
か
に
越
え
て
お
り
、
竹
富
町
に
自
主
財
源
で
教
科
書
を
有
償
購
入
す
る
よ
う
強
権
的
に
誘
導
せ

二



ん
と
す
る
方
針
表
明
に
当
た
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
た
る
竹
富
町
に
自
主
財
源
で
教
科
書
を
有
償
購
入
す
る
義
務
を
課
す
法
的
根
拠
は
所
在
し
な
い
と

考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
な
お
、
法
的
根
拠
の
所
在
が
明
確
で
あ
る
と
の
見
解
で
あ
れ
ば
、
当
該
条
文
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

憲
法
第
二
十
六
条
は
、
国
民
の
教
育
を
受
け
る
権
利
、
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
、
お
よ
び
義
務
教
育
の
無
償
を
定
め
て

い
る
。
私
は
、
こ
の
憲
法
第
二
十
六
条
の
精
神
に
則
り
、
義
務
教
育
に
お
け
る
授
業
料
に
限
ら
ず
、
使
用
す
る
教
材
た
る
教

科
書
も
国
の
責
任
の
下
で
無
償
供
与
す
る
た
め
に
無
償
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
と
認
識
す
る
。

係
る
認
識
に
立
つ
と
、
無
償
措
置
法
の
立
法
目
的
・
趣
旨
に
照
ら
し
、
二
〇
一
一
年
九
月
十
五
日
付
、
文
部
科
学
省
初
等

中
等
教
育
局
長
・
山
中
伸
一
発
出
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
教
育
長
宛
の
文
書
（
二
三
文
科
初
第
八
三
五
号
）
「
沖
縄
県
八
重

山
採
択
地
区
に
お
け
る
教
科
書
の
採
択
及
び
教
科
書
の
需
要
数
の
報
告
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
に
あ
る
「
八
重
山
採
択
地
区

協
議
会
の
規
約
に
従
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
結
果
」
、
す
な
わ
ち
無
償
措
置
法
第
十
三
条
第
四
項
に
定
め
る
協
議
の
結
果
と
同

一
の
教
科
書
を
採
択
し
た
か
否
か
に
依
ら
ず
、
む
し
ろ
、
国
に
よ
る
教
科
用
図
書
の
無
償
給
付
に
定
め
る
無
償
措
置
法
第
三

条
を
尊
重
し
た
対
処
方
針
を
所
管
府
省
た
る
文
部
科
学
省
は
示
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三



三

無
償
措
置
法
第
十
二
条
は
、
採
択
地
区
の
設
定
お
よ
び
変
更
を
規
定
し
て
い
る
。
同
条
に
基
づ
き
、
す
で
に
教
科
書
の
発

行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
第
十
四
条
に
定
め
る
教
科
書
の
需
要
数
報
告
の
期
限
（
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
）

が
過
ぎ
た
今
年
度
に
お
い
て
、
採
択
地
区
を
変
更
す
る
こ
と
は
法
的
に
可
能
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
法
的

に
不
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

同
時
に
、
無
償
措
置
法
第
十
二
条
に
基
づ
き
、
八
重
山
採
択
地
区
を
変
更
し
、
石
垣
市
、
竹
富
町
、
お
よ
び
与
那
国
町
の

各
市
町
が
単
独
で
採
択
地
区
を
形
成
す
る
こ
と
が
法
的
に
可
能
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
法
的
に
不
可
能
で

あ
る
と
の
見
解
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


